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  保護者の皆様へ 

令和６年度 特別支援教育就学奨励費についてのお知らせ 

                                    由布市教育委員会 

 由布市では、「特別支援学級」に在級する児童生徒の保護者に対して、ご家庭の事情に応じて学用

品費等の一部を援助しています。援助を希望される方は、以下の説明をお読みのうえ必要書類を添え

て申請してください。世帯の人数、構成等に関係なく申請できます。ただし、申請により就学奨励費

の支給が確定するものではありません。 

※就学援助と就学奨励費の同時申請となります。収入状況によっては、補助率の大きい就学援助の認

定となる場合もあります。 

※就学奨励費については、由布市在住且つ由布市内の小中学校「特別支援学級」に在級する児童生徒

に限ります。 

１ 特別支援教育就学奨励費の主な内容 

費目 支給額等 
小学校 

（年間上限額） 

中学校 

（年間上限額） 

学用品費及び通学用品費   年間上限額 5,820円 11,370円 

新入学児童生徒学用品費 

（１年生のみ） 

  年間上限額 

（入学準備金受給者は支給なし） 
25,555円 30,490円 

修学旅行費 実費の１/２ 10,790円 28,860円 

校外活動費（宿泊あり） 実費の１/２ 1,845円 3,105円 

校外活動費（宿泊なし） 実費の１/２ 800円 1,155円 

学校給食費 実費の１/２ 24,750円 
1・2年生 26,950円 

3年生 25,025円 

オンライン学習通信費   年間上限額 7,000円 7,000円 

通学費（遠距離通学者） 実費または実費の１/２ ― ― 

※オンライン学習通信費については、各世帯１人に対し支給します。 

※世帯所得による支弁区分（認定区分Ⅰ～Ⅲ）により、下表のとおり、支給費目・支給金額が異なり

ます。（認定基準額については、目安となる参考例を記載しています） 

支弁区分 認定基準 

各援助対象経費の支給額 

学用品費及び通学

用品費、新入学児童

生徒学用品費 

修学旅行費、

校外活動費、

学校給食費 

オンライン

学習通信費 
通学費 

第Ⅰ区分 
世帯の需要額に対する 

収入額が 1.5倍未満 年間上限額 実費の 1/2 
年間上限額 

実費 

第Ⅱ区分 〃 1.5倍以上 2.5倍未満 ― 

第Ⅲ区分 〃 2.5倍以上 ― ― ― 
実費の

1/2 

 

裏 面 へ 続 く 



 

２ 就学奨励費の申請方法 

  就学奨励費の申請をされる方は、学校で申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ、     

    ３月１日（金）までに学校へ提出してください。 

  ※ 申請書の「援助を受けたい理由」の⑪に〇をし、特別支援学級在籍の有無の欄にチェックを

してください。 

  ※ お子さまが小学校と中学校にそれぞれ就学されている場合、受給申請書は、学校別にそれぞ

れ記入して提出してください。 

  ※ 就学奨励費の適・不適の判断が困難な場合は、面接のうえ、調査することがあります。 

 

３ 結果の通知等 

  申請された方については、６月下旬に審査され、審査結果を通知します。 

  就学奨励費は８月・１２月・３月に支給されます。なお、認定された後に転出等で該当要件を欠

くことになった場合には、取消の申出が必要となりますので、学校又は学校教育課へお問い合わ

せください。 

 

４ 認定基準額の参考例 

 【世帯構成】父（４２才）：会社員、母（３９才）：パート、 

       子（本人・１４才）：由布市立中学校３年〈特別支援学級在籍〉、 

       子（弟・１１才）：小学６年 

   ※年齢は前年の１２月末日時点 

 【生活保護基準需要額】１９１，４６０円 ※世帯の人数、年齢構成などで金額が異なります。 

年間所得※１ 所得控除※２ 
収入月額 

（（年間所得‐所得控除）/１２） 
収入額/需要額 支弁区分 

３００万円 ５０万円 ２０８，３３３円 １．０９倍 Ⅰ区分 

５００万円 ７０万円 ３５８，３３３円 １．８７倍 Ⅱ区分 

７００万円 ９０万円 ５０８，３３３円 ２．６６倍 Ⅲ区分 

  ※１ 年間所得…市民税の課税の基礎となった世帯全員分の所得額 

  ※２ 所得控除…社会保険料、生命保険料、地震保険料及びひとり親控除の額 

 

 

お問い合わせ先 ： 学校または由布市教育委員会 学校教育課 TEL 097-582-1179 

 
 


